
令和 5 年（２０２３年）３月２４日
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中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則他９件の改正について

１ 改正する規則

（１）中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

（２）中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

（３）中野区立幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則

（４）中野区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

（５）中野区立幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

（６）中野区立幼稚園教育職員の教職調整額に関する規則

（７）中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

（８）中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

（９）中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則

（10）中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則

２ 改正理由

（１）定年引き上げに伴う規則改正

令和３年６月１１日に公布された「地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）」に基づき令和５年４月１日より定年の引き上げにより現在の再任用制度が廃止され、

新たに「定年前再任用短時間勤務制」が導入されることとなった。

すでに、「中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」及び「中野区

立幼稚園教育職員の給与に関する条例」の改正公布はなされているが、その施行日である令

和５年４月１日に合わせて上記条例に関連する規則を改正する。

（２）期末・勤勉手当の改定に伴う規則改正

令和４年１１月に行われた特別区労使の統一交渉にて妥結により、給与条例等を改正した

内容に基づき、令和５年度の期末・勤勉手当の支給に必要な部分について規則の改正を行う。

３ 改正規則と改正内容（詳細は別添新旧対照表のとおり）

（１）中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

再任用短時間勤務職員が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員が導入

定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇を規定（日数、退職後採用された場合のルー

ル等）

暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、本規則の規定を

適用（次項（２）～（８）までの全ての規則に適用する。）

（２）中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算方法を規定（一円未満切り捨て）

（３）中野区立幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額の端数計算方法を規定（一円未満切り捨て）



当分の間、60 歳に達した次の年度以降の幼稚園管理職の管理職手当の額は従前の額の 100

分の 70 とする。

（４）中野区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

定年前再任用短時間勤務職員の管理職員特別勤務手当の額を規定

当分の間、60 歳に達した次の年度以降の幼稚園管理職の管理職員特別勤務手当の額は従前

の額の 100 分の 70とする。

（５）中野区立幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

定年前再任用短時間勤務職員の導入に伴い計算方法を規定

当分の間、60 歳に達した次の年度以降の幼稚園教員の義務教育等教員特別手当の額は従前

の額の 100 分の 70とする。

（６）中野区立幼稚園教育職員の教職調整額に関する規則

定年前再任用短時間勤務職員の教職調整額の端数計算方法を規定（一円未満切り捨て）

（７）中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

期末手当の支給を年３回から年２回支給とするための調整

高齢者部分休業を欠勤期間に追加

定年前再任用短時間勤務教員の欠勤日数の算定方法を規定

（８）中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

勤勉手当の支給を年２回同額支給にするよう調整

高齢者部分休業を欠勤期間に追加

定年前再任用短時間勤務教員の欠勤日数の算定方法を規定

（９）中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則

期末手当の支給を年３回から年２回支給とするための調整

（10）中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則

勤勉手当の支給を年２回同額支給にするよう調整

４ 施行期日

令和５年４月１日

５ 特別区人事委員会の改正承認

本件は令和５年３月６日付で特別区人事委員会からの改正承認を得ている。



中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（正規の勤務時間） （正規の勤務時間）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 条例第３条第４項に規定する職員の正規の勤

務時間は、４週間を超えない期間につき１週間当

たり３８時間４５分（地方公務員の育児休業等に

関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育

児休業法」という。）第１０条第３項の規定によ

り同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下

「育児短時間勤務」という。）の承認を受けた職

員（育児休業法第１７条の規定による短時間勤務

をすることとなった職員を含む。以下「育児短時

間勤務職員等」という。）にあっては当該育児短

時間勤務等の内容に従った時間、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）にあ

っては条例第３条第３項に基づき定める時間）と

する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のう

ち職務の特殊性又は当該幼稚園の特殊の必要に

より、これにより難い者の正規の勤務時間は、５

２週につき１週間当たり同項に基づき定める時

間とする。

２ 条例第３条第４項に規定する職員の正規の勤

務時間は、４週間を超えない期間につき１週間当

たり３８時間４５分（地方公務員の育児休業等に

関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育

児休業法」という。）第１０条第３項の規定によ

り同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下

「育児短時間勤務」という。）の承認を受けた職

員（育児休業法第１７条の規定による短時間勤務

をすることとなった職員を含む。以下「育児短時

間勤務職員等」という。）にあっては当該育児短

時間勤務等の内容に従った時間、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１

項又は第２８条の６第２項に規定する短時間勤

務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職

員」という。）にあっては条例第３条第３項に基

づき定める時間）とする。ただし、再任用短時間

勤務職員のうち職務の特殊性又は当該幼稚園の

特殊の必要により、これにより難い者の正規の勤

務時間は、５２週につき１週間当たり同項に基づ

き定める時間とする。

第３条～第１１条 （略） 第３条～第１１条 （略）

（年次有給休暇の単位） （年次有給休暇の単位）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、勤務日（条例第６条

第１項に規定する勤務日をいう。以下同じ。）ご

との正規の勤務時間の時間数が同一でない育児

短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務

職員の年次有給休暇は、１時間を単位として与え

る。ただし、勤務日の正規の勤務時間全てについ

て、年次有給休暇の請求があった場合には、当該

勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として

与えることができる。

２ 前項の規定にかかわらず、勤務日（条例第６条

第１項に規定する勤務日をいう。以下同じ。）ご

との正規の勤務時間の時間数が同一でない育児

短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員の

年次有給休暇は、１時間を単位として与える。た

だし、勤務日の正規の勤務時間すべてについて、

年次有給休暇の請求があった場合には、当該勤務

日の正規の勤務時間の時間数を単位として与え

ることができる。

３ １時間を単位として与えられた年次有給休暇 ３ １時間を単位として与えられた年次有給休暇



（勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一

でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用

短時間勤務職員にあっては、前項ただし書に規定

する時間数を単位として与えられた年次有給休

暇を含む。）を日に換算する場合は、７時間４５

分（育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時

間勤務職員にあっては、その者の１日当たりの平

均勤務時間（５分未満の端数があるときは、これ

を切り上げて５分単位にした時間））をもって１

日とする。

（勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一

でない育児短時間勤務職員等及び再任用短時間

勤務職員にあっては、前項ただし書に規定する時

間数を単位として与えられた年次有給休暇を含

む。）を日に換算する場合は、７時間４５分（育

児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員

にあっては、その者の１日当たりの平均勤務時間

（５分未満の端数があるときは、これを切り上げ

て５分単位にした時間））をもって１日とする。

第１３条～第１４条の４ （略） 第１３条～第１４条の４ （略）

（定年前再任用短時間勤務職員に関する年次有

給休暇の特例）

（再任用職員等に関する年次有給休暇の特例）

第１４条の５ 条例第１５条第１項で規定する定

年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日

数は、別表第２の２に定める日数のうち４月に職

員となった場合に相当する日数とする。

第１４条の５ 条例第１５条第１項で規定する再

任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、別

表第２の２に定める日数のうち４月に職員とな

った場合に相当する日数とする。

２ 退職後引き続き（退職後教育委員会が定める相

当の期間（以下「相当の期間」という。）を経過

していない場合を含む。以下同じ。）採用された

定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された

年度における年次有給休暇については、当該採用

後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているも

のとみなして取り扱う。

２ 退職後引き続き（退職後教育委員会が定める相

当の期間（以下「相当の期間」という。）を経過

していない場合を含む。以下同じ。）採用された

再任用職員（地方公務員法第２８条の４第１項又

は第２８条の６第１項の規定により再任用職員

となった職員をいう。以下同じ。）及び再任用短

時間勤務職員（以下「再任用職員等」という。）

の当該採用された年度における年次有給休暇に

ついては、当該採用後の勤務と退職以前の勤務と

が継続しているものとみなして取り扱う。中野区

職員の再任用に関する条例（平成１３年中野区条

例第１１号）第３条の規定による任期の更新（以

下「任期の更新」という。）をしたときも、同様

とする。

３ 相当の期間を経過した後、定年前再任用短時間

勤務職員となった職員の年次有給休暇について

は、新たに職員となった者として取り扱う。

３ 相当の期間を経過した後、再任用職員等となっ

た職員の年次有給休暇については、新たに職員と

なった者として取り扱う。

４ 相当の期間を経過した後、年度の中途において

採用された職員のその年度の年次有給休暇の日

数は、定年前再任用短時間勤務職員にあっては別

表第２の２に定める日数とする。

４ 相当の期間を経過した後、年度の中途において

採用された職員のその年度の年次有給休暇の日

数は、再任用職員にあっては別表第１に、再任用

短時間勤務職員にあっては別表第２の２に定め



中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則新旧対照表

る日数とする。

５ （略） ５ （略）

６ 前各項に定めるもののほか、定年前再任用短時

間勤務職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、

教育委員会が定める。

６ 前各項に定めるもののほか、再任用職員等の年

次有給休暇に関し必要な事項は、教育委員会が定

める。

第１５条～第３２条 （略） 第１５条～第３２条 （略）

（定年前再任用短時間勤務職員に関する特別休

暇等の特例）

（再任用職員等に関する特別休暇等の特例）

第３２条の２ 定年前再任用短時間勤務職員が、病

気休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、

妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、出産支援

休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、

ボランティア休暇、子の看護のための休暇、短期

の介護休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇を

取得する場合において、退職以前にこれらの休暇

を取得していたときは、退職以前に取得していた

休暇と新たに取得する休暇とを通算して取り扱

うものとする。

第３２条の２ 再任用職員等が、病気休暇、不妊治

療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休

暇、母子保健健診休暇、出産支援休暇、生理休暇、

慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休

暇、子の看護のための休暇、短期の介護休暇、介

護休暇、介護時間又は組合休暇を取得する場合に

おいて、退職以前にこれらの休暇を取得していた

ときは、退職以前に取得していた休暇と新たに取

得する休暇とを通算して取り扱うものとする。任

期の更新をしたときも、同様とする。

第３３条・第３４条 （略） 第３３条・第３４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１ （略） 別表第１ （略）

別表第２（第１３条、第１４条、第１４条の５関係） 別表第２（第１３条、第１４条、第１４条の５関係）

備考 定年前再任用短時間勤務職員にこの表を

準用する場合にあっては、暦年の項中「２５日」

とあるのは、「その者が４月に採用された場合

に付与される日数とその者が１月に採用され

た場合に付与される日数を合算した日数」と読

み替えるものとする。

備考 再任用職員等にこの表を準用する場合に

あっては、暦年の項中「２５日」とあるのは、

「その者が４月に採用された場合に付与され

る日数とその者が１月に採用された場合に付

与される日数を合算した日数」と読み替えるも

のとする。

別表第２の２～別表第４ （略） 別表第２の２～別表第４ （略）

別記様式第１号～別記様式第１１号 （略） 別記様式第１号～別記様式第１１号 （略）

異動前の年次有給休暇の

付与期間

その年度等の

付与日数

翌年度への

繰越日数

（略） （略） （略）

異動前の年次有給休暇の

付与期間

その年度等の

付与日数

翌年度への

繰越日数

（略） （略） （略）

改正案 現行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

（短時間勤務職員の給料月額の端数計算） （短時間勤務職員の給料月額の端数計算）



中野区立幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則新旧対照表

第３条 条例第７条の２の規定による育児短時間

勤務職員等及び条例第７条第７項の規定による

定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額をもって当該職員の給料月額とする。

第３条 条例第７条の２の規定による育児短時間

勤務職員等及び条例第７条の３の規定による再

任用短時間勤務職員の給料月額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額をもっ

て当該職員の給料月額とする。

第４条～第２０条 （略） 第４条～第２０条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（範囲及び額） （範囲及び額）

第２条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び

額は、別表に定めるとおりとする。この場合にお

いて、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の

規定により採用された職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）の管理職手当の額は、

同表に定める管理職手当の額に、中野区立幼稚園

教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成１２年中野区条例第１３号。以下「勤務時

間条例」という。）第３条第３項の規定により定

められたその者の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）とする。

第２条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び

額は、別表に定めるとおりとする。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により

同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を

受けた職員（同法第１７条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員を含む。）の管理職手

当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定

による管理職手当の額に、勤務時間条例第３条第

２項の規定により定められたその者の勤務時間

を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた額）とする。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により

同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を

受けた職員（同法第１７条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員を含む。）の管理職手

当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定

による管理職手当の額に、中野区立幼稚園教育職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成

１２年中野区条例第１３号。以下「勤務時間条例」

という。）第３条第２項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て



た額）とする。

３ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以

下「法」という。）第２８条の５第１項又は第２

８条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占

める職員の管理職手当の額は、第１項の規定にか

かわらず、同項の規定による管理職手当の額に、

勤務時間条例第３条第３項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）とする。

第３条～第５条 （略） 第３条～第５条 （略）

附 則 附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行す

る。

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 当分の間、中野区立幼稚園教育職員の給与に関

する条例附則第７条第１項の規定の適用を受け

る職員の管理職手当の額は、別表に定める額に１

００分の７０を乗じて得た額（その額に、５０円

未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

円以上１００円未満の端数を生じたときはこれ

を１００円に切り上げるものとする。）とする。

３ 当分の間、前項の規定の適用を受ける職員に対

する第２条第２項の規定の適用については、同項

中「同項」とあるのは、「附則第２項」とする。

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

備考 再任用職員とは、法第２８条の４第１項、

第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員

をいう。

支給範囲 支給額

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間

勤務職員

（略） （略） （略）

支給範囲 支給額

再任用職員以外の職

員

再任用職員

（略） （略） （略）



中野区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則新旧対照表

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（管理職員特別勤務手当の額等） （管理職員特別勤務手当の額等）

第２条 条例第２３条第３項第１号の教育委員会規

則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。

第２条 条例第２３条第３項第１号の教育委員会規

則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の

規定により採用された職員（以下「定年前再任

用短時間勤務職員」という。）以外の職員 次に

掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める

額

ア 園長 １０，０００円 ⑴ 園長 １０，０００円

イ 副園長 ８，０００円 ⑵ 副園長 ８，０００円

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職

員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 園長 ９，０００円

イ 副園長 ７，０００円

２ （略） ２ （略）

第３条 条例第２３条第３項第２号の教育委員会

規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。

第３条 条例第２３条第３項第２号の教育委員会

規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。

⑴ 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次

に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額

ア 園長 ５，０００円 ⑴ 園長 ５，０００円

イ 副園長 ４，０００円 ⑵ 副園長 ４，０００円

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職

員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 園長 ４，５００円

イ 副園長 ３，５００円

２ （略） ２ （略）

第４条 （略） 第４条 （略）

附 則 附 則

（施行期日）



中野区立幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則新旧対照表

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行す

る。

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 当分の間、条例附則第７条第１項の適用を受け

る職員の管理職員特別勤務手当の額は、第２条第

１項第１号及び第３条第１項第１号に定める額

に１００分の７０を乗じて得た額（その額に、５

０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数を生じたときは

これを１００円に切り上げるものとする。）とす

る。

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（義務教育等教員特別手当の月額） （義務教育等教員特別手当の月額）

第２条 義務教育等教員特別手当の月額は、その者

の属する職務の級及びその者の受ける号給に対

応する別表に掲げる額（その者が、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の

規定により採用された職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）であるときは、その

者の属する職務の級に対応する同表に掲げる額

に、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成１２年中野区条例第１

３号。以下「勤務時間条例」という。）第３条第

３項の規定により定められたその者の勤務時間

を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた額））とする。

第２条 義務教育等教員特別手当の月額は、その者

の属する職務の級及びその者の受ける号給（その

者が、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２８条の４第１項、第２

８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職員であると

きは、その者の属する職務の級とする。）に対応

する別表に掲げる額とする。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により

同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を

受けた職員（同法第１７条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員を含む。）の義務教育

等教員特別手当の月額は、前項の規定にかかわら

ず、同項の規定による義務教育等教員特別手当の

月額に、勤務時間条例第３条第２項の規定により

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により

同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を

受けた職員（同法第１７条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員を含む。）の義務教育

等教員特別手当の月額は、前項の規定にかかわら

ず、同項の規定による義務教育等教員特別手当の

月額に、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休



定められたその者の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。

日、休暇等に関する条例（平成１２年中野区条例

第１３号。以下「勤務時間条例」という。）第３

条第２項の規定により定められたその者の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

３ 法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項に規定する短時間勤務の職を占める職員の義

務教育等教員特別手当の月額は、第１項の規定に

かかわらず、同項の規定による義務教育等教員特

別手当の月額に、勤務時間条例第３条第３項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略）

附 則 附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行す

る。

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 当分の間、条例附則第７条第１項の規定の適用

を受ける職員の義務教育等教員特別手当の月額

は、その者の属する職務の級及びその者の受ける

号給に対応する別表に掲げる額に１００分の７

０を乗じて得た額（その額に、１０円未満の端数

がある場合はこれを切り捨てる。）とする。

３ 当分の間、前項の規定の適用を受ける職員に対

する第２条第２項の規定の適用については、同項

中「同項」とあるのは、「附則第２項」とする。

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

職員の区分 職務の

級

号給

１級 ２級 ３級 ４級

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員

（略） （略）（略）（略）（略）

定年前再任用短時間（略） （略）（略）（略）（略）

職員の区分 職務の

級

号給

１級 ２級 ３級 ４級

再任用職員以外の職

員

（略） （略）（略）（略）（略）

再任用職員 （略） （略）（略）（略）（略）



中野区立幼稚園教育職員の教職調整額に関する規則新旧対照表

（上記６件に関する共通改正附則）

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置）

２ 暫定再任用常時勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３

年改正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２項又は第５条第１項若しくは第３項により採用され

た職員をいう。以下同じ。）は、第１条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則第２条第２項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（次項において「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）とみなして、同規則の規定を適用する。この場合において、同規則

第１４条の５第２項中「取り扱う」とあるのは「取り扱う。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年中野区条例第３７号）附則第１０条第６項の規定による任期

の更新（以下「任期の更新」という。）をしたときも、同様とする」と、同条第４項中「別表第２の２」

とあるのは「別表第１」と、同規則第３２条の２中「ものとする」とあるのは「ものとする。任期の更新

をしたときも、同様とする」とする。

３ 暫定再任用短時間勤務職員（令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若し

くは第３項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし

て、第１条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則の規定を適用する。この場合において、同規則第１４条の５第２項中「取り扱う」とあるのは「取り扱

う。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年中野区条例

勤務職員

改正案 現行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

（短時間勤務職員の教職調整額の端数計算） （短時間勤務職員の教職調整額の端数計算）

第３条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定に

より同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた職員（同法第１７条の規定による短時

間勤務をすることとなった職員を含む。）及び地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２

条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定に

より採用された職員について、条例第３条第１項

に規定する教職調整額の額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額をもって当

該職員の教職調整額の額とする。

第３条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定に

より同条第１項に規定する育児短時間勤務の承

認を受けた職員（同法第１７条の規定による短時

間勤務をすることとなった職員を含む。）及び地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８

条の５第１項又は第２８条の６第２項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員について、条例第

３条第１項に規定する教職調整額の額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

をもって当該職員の教職調整額の額とする。

第４条 （略） 第４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）



第３７号）附則第１０条第６項の規定による任期の更新（以下「任期の更新」という。）をしたときも、

同様とする」と、同規則第３２条の２中「ものとする」とあるのは「ものとする。任期の更新をしたとき

も、同様とする」とする。

（中野区立幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置）

４ 暫定再任用常時勤務職員の管理職手当の額は、その者が令和３年改正法による改正後の地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職

員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）であるものとした場合に適用される第３条の規定に

よる改正後の中野区立幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則（次項において「改正後の規則」という。）

別表に定める額とする。

５ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第２条第１項及

び別表の規定を適用する。

（中野区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置）

６ 暫定再任用常時勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第４条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第２条第１

項及び第３条第１項の規定を適用する。

（中野区立幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置）

７ 暫定再任用常時勤務職員の義務教育等教員特別手当の月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員

であるものとした場合に適用される第５条の規定による改正後の中野区立幼稚園教育職員の義務教育等

教員特別手当に関する規則（次項において「改正後の規則」という。）別表の定年前再任用短時間勤務職

員の項に掲げる額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

８ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第２条第１項及

び別表の規定を適用する。

（中野区立幼稚園教育職員の教職調整額に関する規則の一部改正に伴う経過措置）

９ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第６条の規定による改正後の

中野区立幼稚園教育職員の教職調整額に関する規則第３条の規定を適用する。

中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則新旧対照表

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（支給対象外職員） （支給対象外職員）

第２条 条例第２７条第１項前段の教育委員会規

則で定める職員（条例第２８条各号のいずれかに

該当する者を除く。）は、次に掲げる者とする。

第２条 条例第２７条第１項前段の教育委員会規

則で定める職員（条例第２８条各号のいずれかに

該当する者を除く。）は、次に掲げる者とする。

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略）

⑺ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条第１項の規定により育児休業をし

ている職員（以下「育児休業中の職員」という。）

⑺ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条第１項の規定により育児休業をし

ている職員（以下「育児休業中の職員」という。）



のうち、基準日以前６か月間（以下「支給期間」

という。）において勤務した期間がある職員以

外の職員

のうち、基準日が３月１日又は６月１日である

場合にあっては基準日以前３箇月間、基準日が

１２月１日である場合にあっては基準日以前

６箇月間（以下これらの期間を「支給期間」と

いう。）において勤務した期間がある職員以外

の職員

⑻～⑿ （略） ⑻～⑿ （略）

２ （略） ２ （略）

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略）

（欠勤等日数） （欠勤等日数）

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲

げる期間（第５項の規定の適用を受けるものを除

く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該

欠勤等の期間から中野区立幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２年

中野区条例第１３号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第５条及び第６条の規定による週休日、勤

務時間条例第１２条及び第１３条の規定による

休日並びに勤務時間条例第１４条第１項の規定

により指定された代休日（以下「週休日等」とい

う。）を除いた日における勤務時間条例の規定に

よる１日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の

勤務時間」という。）について勤務しない時間を

合計した時間を７時間４５分をもって１日（第１

号から第３号まで及び第６号から第９号までに

掲げる期間にあっては２分の１日とし、第１０号

及び第１１号に掲げる期間にあっては３分の１

日とする。）として換算した日数（１日（第１号

から第３号まで及び第６号から第９号までに掲

げる期間にあっては２分の１日とし、第１０号及

び第１１号に掲げる期間にあっては３分の１日

とする。）未満の端数の時間があるときはこれを

切り捨てた日数とする。）を合計した日数とする。

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲

げる期間（第５項の規定の適用を受けるものを除

く。以下「欠勤等の期間」という。）ごとに当該

欠勤等の期間から中野区立幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２年

中野区条例第１３号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第５条及び第６条の規定による週休日、勤

務時間条例第１２条及び第１３条の規定による

休日並びに勤務時間条例第１４条第１項の規定

により指定された代休日（以下「週休日等」とい

う。）を除いた日における勤務時間条例の規定に

よる１日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の

勤務時間」という。）について勤務しない時間を

合計した時間を７時間４５分をもって１日（第１

号から第３号まで及び第６号から第９号までに

掲げる期間にあっては２分の１日とし、第１０号

に掲げる期間にあっては３分の１日とする。）と

して換算した日数（１日（第１号から第３号まで

及び第６号から第９号までに掲げる期間にあっ

ては２分の１日とし、第１０号に掲げる期間にあ

っては３分の１日とする。）未満の端数の時間が

あるときはこれを切り捨てた日数とする。）を合

計した日数とする。

⑴～⑽ （略） ⑴～⑽ （略）

⑾ 法第２６条の３第１項の規定により高齢者

部分休業をしている職員として在職した期間

⑿ 職免条例第２条の規定により職務に専念す

る義務を免除され、かつ、減免基準第２条に規

⑾ 職免条例第２条の規定により職務に専念す

る義務を免除され、かつ、減免基準第２条に規



定する承認を受けていない期間（団体派遣期間

又は講演等を行った期間を除く。）

定する承認を受けていない期間（団体派遣期間

又は講演等を行った期間を除く。）

⒀ 私事欠勤等の取扱いを受けた期間 ⑿ 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１

項の規定により採用された職員として在職した

期間中の欠勤等の期間に対する第１項の規定の

適用については、同項中「勤務しない時間」とあ

るのは、「勤務しない時間を勤務時間条例第３条

第３項の規定により定められたその者の勤務時

間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数で除して得た時間」とする。

４ 法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項に規定する短時間勤務の職を占める職員とし

て在職した期間中の欠勤等の期間に対する第１

項の規定の適用については、同項中「勤務しない

時間」とあるのは、「勤務しない時間を勤務時間

条例第３条第３項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数で除して得た時間」とする。

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日

数の算定に当たっては、１日の正規の勤務時間の

一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時

間、法第２６条の２第１項に規定する修学部分休

業により勤務しない時間、法第２６条の３第１項

に規定する高齢者部分休業により勤務しない時

間又は育児休業法第１９条第１項に規定する部

分休業により勤務しない時間（以下「部分休業等

により勤務しない時間」という。）があるときは、

教育委員会が別に定めるところにより、日又は時

間に換算し、第１項の換算した日数、合計した日

数又は勤務しない時間に加算する。

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日

数の算定に当たっては、１日の正規の勤務時間の

一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時

間、法第２６条の２第１項に規定する修学部分休

業により勤務しない時間又は育児休業法第１９

条第１項に規定する部分休業により勤務しない

時間（以下「部分休業等により勤務しない時間」

という。）があるときは、教育委員会が別に定め

るところにより、日又は時間に換算し、第１項の

換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間

に加算する。

第６条～第１３条 （略） 第６条～第１３条 （略）

（支給日） （支給日）

第１４条 期末手当の支給日は、次に定めるところ

による。ただし、その日が日曜日又は土曜日であ

るときは、その日前のその日に最も近い日曜日又

は土曜日でない日とする。

第１４条 期末手当の支給日は、次に定めるところ

による。ただし、その日が日曜日又は土曜日であ

るときは、その日前のその日に最も近い日曜日又

は土曜日でない日とする。

⑴ ３月に支給する期末手当にあっては、３月１

５日

⑴ ６月に支給する期末手当にあっては、６月３

０日

⑵ ６月に支給する期末手当にあっては、６月３

０日

⑵ １２月に支給する期末手当にあっては、１２

月１０日

⑶ １２月に支給する期末手当にあっては、１２

月１０日

２ （略） ２ （略）



第１５条 （略） 第１５条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

備考 この表の規定にかかわらず、在職期間中に欠

勤等の期間以外の期間がない場合又は在職期間

中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務し

ない時間がある場合において、在職期間（週休日

等を除く。）から欠勤等日数を減じた日数が１日

未満となるときにおける割合は、０とする。

備考 この表の規定にかかわらず、在職期間中に欠

勤等の期間以外の期間がない場合又は在職期間

中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務し

ない時間がある場合において、在職期間（週休日

等を除く。）から欠勤等日数を減じた日数が１日

未満となるときにおける割合は、零とする。

別表第２ （略） 別表第２ （略）

別記第１号様式～別記第４号様式 （略） 別記第１号様式～別記第４号様式 （略）

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 令和５年６月に支給する期末手当に関するこ

欠勤等日数 割合

２３日未満 １００分の

１００

２３日以上３３日未満 １００分の

９０

３３日以上４３日未満 １００分の

８０

４３日以上５３日未満 １００分の

７０

５３日以上６３日未満 １００分の

６０

６３日以上８３日未満 １００分の

５０

８３日以上１０３日未満 １００分の

３０

１０３日以上 １００分の

１０

欠勤等日数 割合

基準日が３月１日

又は６月１日であ

る場合

基準日が１２月１

日である場合

１２日未満 ２３日未満 １００分の

１００

１２日以上１７日

未満

２３日以上３３日

未満

１００分の

９０

１７日以上２２日

未満

３３日以上４３日

未満

１００分の

８０

２２日以上２７日

未満

４３日以上５３日

未満

１００分の

７０

２７日以上３２日

未満

５３日以上６３日

未満

１００分の

６０

３２日以上４２日

未満

６３日以上８３日

未満

１００分の

５０

４２日以上５２日

未満

８３日以上１０３

日未満

１００分の

３０

５２日以上 １０３日以上 １００分の

１０



中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則新旧対照表

の規則による改正後の中野区立幼稚園教育職員

の期末手当に関する規則（以下「改正後の規則」

という。）第２条第１項第７号の規定の適用につ

いては、同号中「６か月」とあるのは、「３か月」

とする。

３ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年

法律第６３号）附則第６条第１項若しくは第２項

又は第７条第１項若しくは第３項の規定により

採用された職員は、同法による改正後の地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４

第１項又は第２２条の５第１項の規定により採

用された職員とみなして、改正後の規則第５条第

４項の規定を適用する。

４ 令和５年６月に支給する期末手当に関する改

正後の規則別表第１の規定の適用については、同

表中「２３日」とあるのは「１２日」と、「３３日」

とあるのは「１７日」と、「４３日」とあるのは「２

２日」と、「５３日」とあるのは「２７日」と、「６

３日」とあるのは「３２日」と、「８３日」とある

のは「４２日」と、「１０３日」とあるのは「５２

日」とする。

改正案 現行

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略）

（支給割合） （支給割合）

第４条 条例第３０条第２項の教育委員会規則で

定める支給割合は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ当該各号に定める割合に勤務期間におけ

るその者の別表第１左欄に掲げる欠勤等日数の

区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得た

割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合

とする。

第４条 条例第３０条第２項の教育委員会規則で

定める支給割合は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ当該各号に定める割合に勤務期間におけ

るその者の別表第１左欄に掲げる欠勤等日数の

区分に応じ同表右欄に定める割合を乗じて得た

割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合

とする。

⑴ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第

１項の規定により採用された職員（以下「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）以外の職

員 １００分の１０７．５（条例第１０条の規

定に基づき管理職手当の支給を受ける職員に

あっては１００分の１２７．５）

⑴ 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項

又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）以外の職員 １００分の１１２．５

（条例第１０条の規定に基づき管理職手当の

支給を受ける職員にあっては１００分の１３



２．５）

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 １００分の

５２．５（条例第１０条の規定に基づき管理職

手当の支給を受ける職員にあっては１００分

の６２．５）

⑵ 再任用職員 １００分の５５（条例第１０条

の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職

員にあっては１００分の６５）

２・３ （略） ２・３ （略）

（欠勤等日数） （欠勤等日数）

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤

務期間中の次に掲げる期間（第５項の規定の適用

を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」とい

う。）ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を

除いた日における勤務時間条例の規定による１

日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時

間」という。）について勤務しない時間を合計し

た時間を７時間４５分をもって１日（第１０号及

び第１１号に掲げる期間にあっては３分の２日

とし、第１５号に掲げる期間にあっては２日とす

る。）として換算した日数（１日（第１０号及び

第１１号に掲げる期間にあっては３分の２日）未

満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた

日数）を合計した日数とする。

第５条 前条第１項及び第３項の欠勤等日数は、勤

務期間中の次に掲げる期間（第５項の規定の適用

を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」とい

う。）ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を

除いた日における勤務時間条例の規定による１

日の正規の勤務時間（以下「１日の正規の勤務時

間」という。）について勤務しない時間を合計し

た時間を７時間４５分をもって１日（第１０号に

掲げる期間にあっては３分の２日とし、第１４号

に掲げる期間にあっては２日とする。）として換

算した日数（１日（第１０号に掲げる期間にあっ

ては３分の２日）未満の端数の時間があるときは

これを切り捨てた日数）を合計した日数とする。

⑴～⑽ （略） ⑴～⑽ （略）

⑾ 法第２６条の３第１項に規定する高齢者部

分休業をしている職員として在職した期間

⑿ 職免条例第２条の規定により職務に専念す

る義務を免除され、かつ、減免基準第２条に規

定する承認を受けていない期間（団体派遣期間

又は講演等を行った期間を除く。）

⑾ 職免条例第２条の規定により職務に専念す

る義務を免除され、かつ、減免基準第２条に規

定する承認を受けていない期間（団体派遣期間

又は講演等を行った期間を除く。）

⒀ 結核休職期間 ⑿ 結核休職期間

⒁ 勤務時間条例第１６条に規定する病気休暇

（以下「病気休暇」という。）により勤務しな

い期間（次号に掲げる期間を除く。）

⒀ 勤務時間条例第１６条に規定する病気休暇

（以下「病気休暇」という。）により勤務しな

い期間（次号に掲げる期間を除く。）

⒂ 引き続く７日以上にわたらない病気休暇の

取扱いを受けた期間（以下「短期の病気休暇の

期間」という。）のうち、勤務期間における短

期の病気休暇の期間（短期の病気休暇の期間の

初日の属する月（当該初日が基準日である場合

には、基準日の前日の属する月）の数が勤務期

⒁ 引き続く７日以上にわたらない病気休暇の

取扱いを受けた期間（以下「短期の病気休暇の

期間」という。）のうち、勤務期間における短

期の病気休暇の期間（短期の病気休暇の期間の

初日の属する月（当該初日が基準日である場合

には、基準日の前日の属する月）の数が勤務期



間において３以上ある場合に限る。） 間において３以上ある場合に限る。）

⒃ 組合休暇により勤務しない期間 ⒂ 組合休暇により勤務しない期間

⒄ 勤務時間条例第１７条第１項に規定する生

理休暇により勤務しない期間（条例第１９条第

１項の規定により給与が減額される期間に限

る。）

⒃ 勤務時間条例第１７条第１項に規定する生

理休暇により勤務しない期間（条例第１９条第

１項の規定により給与が減額される期間に限

る。）

⒅ 介護休暇により勤務しない期間 ⒄ 介護休暇により勤務しない期間

⒆ 私事欠勤等の取扱いを受けた期間 ⒅ 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 定年前再任用短時間勤務職員として在職した

期間中の欠勤等の期間に対する第１項の規定の

適用については、同項中「勤務しない時間」とあ

るのは、「勤務しない時間を勤務時間条例第３条

第３項の規定により定められたその者の勤務時

間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数で除して得た時間」とする。

４ 法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下

「再任用短時間勤務職員」という。）として在職

した期間中の欠勤等の期間に対する第１項の規

定の適用については、同項中「勤務しない時間」

とあるのは、「勤務しない時間を勤務時間条例第

３条第３項の規定により定められたその者の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数で除して得た時間」とする。

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日

数の算定に当たっては、１日の正規の勤務時間の

一部について、法第２６条の２第１項に規定する

修学部分休業により勤務しない時間、法第２６条

の３第１項に規定する高齢者部分休業により勤

務しない時間、職免条例第２条の規定により職務

に専念する義務を免除されたことにより勤務し

ない時間（減免基準第２条に規定する承認を受け

ていない期間（団体派遣期間又は講演等を行った

期間を除く。）に係るものに限る。）、病気休暇、

介護休暇、勤務時間条例第１８条の２に規定する

介護時間（以下「介護時間」という。）若しくは

組合休暇により勤務しない時間、私事欠勤等の取

扱いを受けた時間又は育児休業法第１９条第１

項に規定する部分休業（以下「部分休業」という。）

により勤務しない時間（以下「部分休業等により

勤務しない時間」という。）があるときは、教育

委員会が別に定めるところにより、日又は時間に

換算し、第１項の換算した日数、合計した日数又

は勤務しない時間に加算する。

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の欠勤等日

数の算定に当たっては、１日の正規の勤務時間の

一部について、法第２６条の２第１項に規定する

修学部分休業により勤務しない時間、職免条例第

２条の規定により職務に専念する義務を免除さ

れたことにより勤務しない時間（減免基準第２条

に規定する承認を受けていない期間（団体派遣期

間又は講演等を行った期間を除く。）に係るもの

に限る。）、病気休暇、介護休暇、勤務時間条例

第１８条の２に規定する介護時間（以下「介護時

間」という。）若しくは組合休暇により勤務しな

い時間、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は育

児休業法第１９条第１項に規定する部分休業（以

下「部分休業」という。）により勤務しない時間

（以下「部分休業等により勤務しない時間」とい

う。）があるときは、教育委員会が別に定めると

ころにより、日又は時間に換算し、第１項の換算

した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加

算する。



６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇により勤

務しない期間については、日を単位として承認さ

れた場合における勤務しない期間から週休日等

を除いた日と時間を単位として承認された場合

における勤務しない時間を７時間４５分をもっ

て１日として換算した日及び１日未満の端数の

時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間

にあっては、日を単位として承認された場合にお

ける勤務しない期間から週休日等を除いた日に

おける勤務しない時間と時間を単位として承認

された場合における勤務しない時間を合計した

時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除

して得た時間を７時間４５分をもって１日とし

て換算した日及び１日未満の端数の時間とし、定

年前再任用短時間勤務職員として在職した期間

にあっては、日を単位として承認された場合にお

ける勤務しない期間から週休日等を除いた日に

おける勤務しない時間と時間を単位として承認

された場合における勤務しない時間を合計した

時間を勤務時間条例第３条第３項の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数（以下「定年前再

任用短時間勤務職員に係る算出率」という。）で

除して得た時間を７時間４５分をもって１日と

して換算した日及び１日未満の端数の時間とす

る。）を合計した日及び時間が３０日を超えない

場合は、適用しない。

６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇により勤

務しない期間については、日を単位として承認さ

れた場合における勤務しない期間から週休日等

を除いた日と時間を単位として承認された場合

における勤務しない時間を７時間４５分をもっ

て１日として換算した日及び１日未満の端数の

時間（育児短時間勤務職員等として在職した期間

にあっては、日を単位として承認された場合にお

ける勤務しない期間から週休日等を除いた日に

おける勤務しない時間と時間を単位として承認

された場合における勤務しない時間を合計した

時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除

して得た時間を７時間４５分をもって１日とし

て換算した日及び１日未満の端数の時間とし、再

任用短時間勤務職員として在職した期間にあっ

ては、日を単位として承認された場合における勤

務しない期間から週休日等を除いた日における

勤務しない時間と時間を単位として承認された

場合における勤務しない時間を合計した時間を

勤務時間条例第３条第３項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数（以下「再任用短時間勤

務職員に係る算出率」という。）で除して得た時

間を７時間４５分をもって１日として換算した

日及び１日未満の端数の時間とする。）を合計し

た日及び時間が３０日を超えない場合は、適用し

ない。

７ 第５項の規定は、介護時間又は部分休業により

勤務しない時間については、それぞれ７時間４５

分をもって１日として換算した日及び１日未満

の端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職

した期間において介護時間により勤務しない時

間にあっては当該勤務しない時間を合計した時

間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除し

て得た時間を７時間４５分をもって１日として

換算した日及び１日未満の端数の時間とし、定年

前再任用短時間勤務職員として在職した期間に

おいて介護時間又は部分休業により勤務しない

時間にあっては当該勤務しない時間をそれぞれ

７ 第５項の規定は、介護時間又は部分休業により

勤務しない時間については、それぞれ７時間４５

分をもって１日として換算した日及び１日未満

の端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職

した期間において介護時間により勤務しない時

間にあっては当該勤務しない時間を合計した時

間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除し

て得た時間を７時間４５分をもって１日として

換算した日及び１日未満の端数の時間とし、再任

用短時間勤務職員として在職した期間において

介護時間又は部分休業により勤務しない時間に

あっては当該勤務しない時間をそれぞれ合計し



合計した時間を定年前再任用短時間勤務職員に

係る算出率で除して得た時間を７時間４５分を

もって１日として換算した日及び１日未満の端

数の時間とする。）を合計した日及び時間が３０

日を超えない場合は、適用しない。

た時間を再任用短時間勤務職員に係る算出率で

除して得た時間を７時間４５分をもって１日と

して換算した日及び１日未満の端数の時間とす

る。）を合計した日及び時間が３０日を超えない

場合は、適用しない。

（減額率） （減額率）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 前項第１号の私事欠勤等の取扱いを受けた期

間は、日（育児短時間勤務職員等として在職した

期間にあっては、当該期間における私事欠勤等の

取扱いを受けた時間を育児短時間勤務職員等に

係る算出率で除して得た時間を７時間４５分を

もって１日として換算した日とし、定年前再任用

短時間勤務職員として在職した期間にあっては、

当該期間における私事欠勤等の取扱いを受けた

時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出

率で除して得た時間を７時間４５分をもって１

日として換算した日とする。）を単位として計算

する。この場合において、１日の正規の勤務時間

の一部について私事欠勤等の取扱いを受けたこ

とがあるときは、当該私事欠勤等の取扱いを受け

たことを教育委員会が別に定めるところにより

日に換算する。

２ 前項第１号の私事欠勤等の取扱いを受けた期

間は、日（育児短時間勤務職員等として在職した

期間にあっては、当該期間における私事欠勤等の

取扱いを受けた時間を育児短時間勤務職員等に

係る算出率で除して得た時間を７時間４５分を

もって１日として換算した日とし、再任用短時間

勤務職員として在職した期間にあっては、当該期

間における私事欠勤等の取扱いを受けた時間を

再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得

た時間を７時間４５分をもって１日として換算

した日とする。）を単位として計算する。この場

合において、１日の正規の勤務時間の一部につい

て私事欠勤等の取扱いを受けたことがあるとき

は、当該私事欠勤等の取扱いを受けたことを教育

委員会が別に定めるところにより日に換算する。

３ （略） ３ （略）

第７条～第１５条 （略） 第７条～第１５条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略）

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年

法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）

附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項

若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又

は第７条第１項若しくは第３項の規定により採



中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則新旧対照表

用された職員は、令和３年改正法による改正後の

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定

により採用された職員（以下「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）とみなして、この規則に

よる改正後の中野区立幼稚園教育職員の勤勉手

当に関する規則（以下「改正後の規則」という。）

第４条第１項の規定を適用する。

３ 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第

２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定に

より採用された職員は、定年前再任用短時間勤務

職員とみなして、改正後の規則第５条第４項、第

６項及び第７項並びに第６条第２項の規定を適

用する。

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（支給対象外職員） （支給対象外職員）

第２条 条例第２０条第１項前段の教育委員会規則

で定める職員（条例第２１条各号のいずれかに該

当する者を除く。）は、次に掲げる者とする。

第２条 条例第２０条第１項前段の教育委員会規則

で定める職員（条例第２１条各号のいずれかに該

当する者を除く。）は、次に掲げる者とする。

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略）

⑺ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条第１項の規定により育児休業をし

ている職員（以下「育児休業中の職員」という。）

のうち、基準日以前６か月間（以下これらの期

間を「支給期間」という。）において勤務した

期間がある職員以外の職員

⑺ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条第１項の規定により育児休業をし

ている職員（以下「育児休業中の職員」という。）

のうち、基準日が３月１日又は６月１日である

場合にあっては基準日以前３か月間、基準日が

１２月１日である場合にあっては基準日以前６

か月間（以下これらの期間を「支給期間」とい

う。）において勤務した期間がある職員以外の

職員

⑻・⑼ （略） ⑻・⑼ （略）

２ （略） ２ （略）

第３条～第１１条 （略） 第３条～第１１条 （略）

（支給日） （支給日）

第１２条 期末手当の支給日は、次に定めるところ 第１２条 期末手当の支給日は、次に定めるところ



による。ただし、その日が日曜日又は土曜日であ

るときは、その日前のその日に最も近い日曜日又

は土曜日でない日とする。

による。ただし、その日が日曜日又は土曜日であ

るときは、その日前のその日に最も近い日曜日又

は土曜日でない日とする。

⑴ ３月に支給する期末手当にあっては、３月１

５日

⑴ ６月に支給する期末手当にあっては、６月３

０日

⑵ ６月に支給する期末手当にあっては、６月３

０日

⑵ １２月に支給する期末手当にあっては、１２

月１０日

⑶ １２月に支給する期末手当にあっては、１２

月１０日

２ （略） ２ （略）

第１３条 （略） 第１３条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

備考 この表の規定にかかわらず、在職期間中に

欠勤等の期間以外の期間がない場合又は在職

期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により

勤務しない時間がある場合において、在職期間

備考 この表の規定にかかわらず、在職期間中に

欠勤等の期間以外の期間がない場合又は在職

期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により

勤務しない時間がある場合において、在職期間

欠勤等日数 割合

２３日未満 １００分の１００

２３日以上３３日未満 １００分の９０

３３日以上４３日未満 １００分の８０

４３日以上５３日未満 １００分の７０

５３日以上６３日未満 １００分の６０

６３日以上８３日未満 １００分の５０

８３日以上１０３日未満 １００分の３０

１０３日以上 １００分の１０

欠勤等日数 割合

基準日が３月１日

又は６月１日であ

る場合

基準日が１２月１

日である場合

１２日未満 ２３日未満 １００分の

１００

１２日以上１７日

未満

２３日以上３３日

未満

１００分の

９０

１７日以上２２日

未満

３３日以上４３日

未満

１００分の

８０

２２日以上２７日

未満

４３日以上５３日

未満

１００分の

７０

２７日以上３２日

未満

５３日以上６３日

未満

１００分の

６０

３２日以上４２日

未満

６３日以上８３日

未満

１００分の

５０

４２日以上５２日

未満

８３日以上１０３

日未満

１００分の

３０

５２日以上 １０３日以上 １００分の

１０



中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則新旧対照表

（週休日等を除く。）から欠勤等日数を減じた

日数が１日未満となるときにおける割合は、０

とする。

（週休日等を除く。）から欠勤等日数を減じた

日数が１日未満となるときにおける割合は、零

とする。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 令和５年６月に支給する期末手当に関するこの

規則による改正後の中野区立小学校及び中学校教

育職員の期末手当に関する規則（以下「改正後の

規則」という。）第２条第１項第７号の規定の適

用については、同号中「６か月間」とあるのは、

「３か月間」とする。

３ 令和５年６月に支給する期末手当に関する改正

後の規則別表第１の規定の適用については、同表

中「２３日」とあるのは「１２日」と、「３３日」

とあるのは「１７日」と、「４３日」とあるのは

「２２日」と、「５３日」とあるのは「２７日」

と、「６３日」とあるのは「３２日」と、「８３

日」とあるのは「４２日」と、「１０３日」とあ

るのは「５２日」とする。

改正案 現行

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略）

（支給割合） （支給割合）

第４条 条例第２３条第２項の教育委員会規則で

定める支給割合は、１００分の１０７．５に勤務

期間におけるその者の別表第１左欄に掲げる欠

勤等日数の区分に応じ同表右欄に定める割合を

乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗じ

て得た割合とする。

第４条 条例第２３条第２項の教育委員会規則で

定める支給割合は、１００分の１１２．５に勤務

期間におけるその者の別表第１左欄に掲げる欠

勤等日数の区分に応じ同表右欄に定める割合を

乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗じ

て得た割合とする。

２・３ （略） ２・３ （略）

第５条～第１４条 （略） 第５条～第１４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略）



附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。


